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東ジャワ州マントゥンＳＴＡの概要 

1. 東ジャワ州の概要 

1-1   概要 

東ジャワ州は、ジャワ島の東部に位置する面積 47,800 km2のジャワ島内最大の州で、総人口

3,690 万人（2007 年）。州都はスラバヤ市で、人口 272 万人のインドネシア第 2 の大都市であ

る。州の人口の約 97％はイスラム教徒である。州の南部に火山群や丘陵地帯が連なっている

が、中央部に位置する高山高地の裾野を取り巻くように、ブランタス河が時計回りに流れ、

スラバヤ市付近でマドゥ－ラ海峡に注いでいる。さらに州北部にはジャワ島で最大の河川で

あるソロ河が流れ、ジャワ海に注いでいる。これらの河川が同州の農業を支えている。スラ

バヤの北東には大きなマドゥーラ島が横たわっているが、2007 年にジャワ島との間に吊橋が

完成し、開発が遅れたマドゥーラ島の発展が期待されている。 

1-2   社会経済 

東ジャワ州は、農工業生産と物資の集荷地として発展し、ジャワ島東部の経済活動の中心地

の役割を果たしてきた。同州の発展の基盤は、1960 年代から進められたブランタス河の開発

で確固たるものとなった。この開発は 40 年余にわたり継続的に日本の援助（賠償＋ODA）で

推進され、大きな経済的効果を生み出し、人材育成にも貢献したことで知られる。10 カ所の

多目的ダム（発電、洪水防御、灌漑、水道）および関連施設の開発整備、河川改修、農業開

発などにより、スラバヤ市を含む下流地域の洪水被害が無くなり、灌漑農業を発展させ、安

定した発電を供給してきた。さらに同州には全国第 2 の規模の国際貿易港タンジュン・ペラ

ク港（スラバヤ）があり、スラバヤ市の周辺には多くの製造業が立地し（2008 年に工場数約

18,000）、経済活動が活発である。安定した農業の発展もあいまって、同州はジャカルタを除

きジャワ島内でトップの一人当たり GDP を達成している。 

1-3   農業 

東ジャワ州の農業は、その高い生産性と多様性に特徴がある。主な農産物は、米、とうもろ

こし、野菜、さつまいも、落花生、大豆、さとうきび、たばこ等である。食用作物の生産量

と生産性はインドネシアの他州と比較してトップレベルであり、州内の消費を賄うのみなら

ず、2007 年時点で、コメが年 4 万トン、メイズが年 200 万トン、大豆が年 15 万トン、落花

生が年 7 万トン等が州外へ移出されている。さらに、恵まれた土地資源を活用し、野菜の生

産量も多い。特に赤タマネギの生産が多く、不足する他州への供給基地となっている。殆ど

の低平地には灌漑施設が整っているため、旱魃などの影響を受けることが少なく、農業生産

が安定している。 

2. 東ジャワ州の青果物卸売市場の概要 

東ジャワ州には 2009 年 10 月現在、6 カ所の青果物地方卸売市場（STA）が存在する。農業省

の STA リストには農業省が承認し資金手当てを行った 3 カ所の STA が記録されているが、そ

の他に県が建設を支援した STA が 3 カ所存在する。州政府は、スラバヤの南 20 km のシドア

ルジョに中央卸売市場（農業省管轄では TA だが、農産物だけでなく他の産品も扱う可能性

があることから商業省系列の Central Market と位置づけることもできる）を 2012 年中に建設

する意向である。 

既存 STA の概要は以下の表に示すとおりである。各々の位置は添付図-B1 に示した。これら

p308（3-4（1））~311 までカラー 
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の中で、マゲタン STA は管理運営が州内で最も優れていると州政府から評価されている。 

東ジャワ州の農産物市場リスト 

No 市場名 場所 完成年 資金源 運営 主要産物 
1 STA Mantung Malang 県 

Pujon 郡 
2004 APBN 県政府 野菜 

2 STA Kota Batu Malang 県 
Batu, Kota Batu 郡 

2006 APBN 県政府 野菜 

3 STA Bunga Surabaya 市 
 

2007 APBN 市政府 野菜・観葉植物 

4 STA Nganijuk 県 
郡 

2007 APBD 県政府 野菜・穀物 

5 STA Lumajang 県 
郡 

2008 APBD 県政府 野菜・穀物 

6 STA Magetan Magetan 県 
Magetan 郡 

2000 APBD 県政府 野菜・穀物 

出典：州農業局聞き取り 
(注) 資金源：APBN=中央政府予算、APBD=地方政府予算 なお、上記 4,5,6 については、中央で把握していない。 

3. マントゥン STA の概要 

3-1   建設の背景と経緯 

東ジャワ州に存在する中央政府が支援した STA3 カ所の中で、運営管理に中央政府から最も

高い評価を得ているのがマラン県プジョン郡にあるマントゥン STA である。マラン市の東方

25 km の標高約 1,000 m の高原に位置している。この STA は州道に面しており、20 トン級の

大型トラックが通行可能で、アクセスは良好である。 

農業省の STA 普及整備の基本方針を受け、東ジャワ州マラン県政府はマラン県内に STA を建

設する方針をたて、2000 年に農業省あてに建設企画書を提出し、認可された。建設場所は、

東ジャワ州を代表する高原野菜生産の中心地であるマラン県プジョン郡に選定された。青果

物の集荷にとって格好の地である。選定された場所（3 ha）は、もともと県政府が所有するコ

ーヒー園で、土地収用の問題と費用が生じない利点があった。この場所では当時すでに生産

者と集荷業者による小規模な青果物取引が行われていた。STA の基本計画の立案はマランの

大学の専門家が、詳細設計はジャカルタのローカル・コンサルタントがマラン県政府との契

約の下で行った。建設工事は 2002 年から 2004 年にかけての 2 年間に実施された。事業費総

額は 25 億ルピアである（約 27 万 US$）。工事に係る資金は中央政府が支援した。STA の運用

は 2004 年 4 月に開始され、5 月 17 日から取引情報のコンピューター管理が始まったが、公

式の STA 開設日は 6 月 9 日である。 

3.2 STA の運営管理 

(1)   組織体制と運営 

マントゥン STA の監督管理者はマラン県政府である。STA 所長（Ir. Totok Purwanto）はマラ

ン県政府職員で、STA が直接雇用している他のスタッフの給与もマラン県政府が支払ってい

る。STA の収益は原則としてマラン県政府に納入されている。STA の管理組織は以下の通り

である。 
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出典：マントゥン STA パンフレット 

2009 年 10 月現在、STA のスタッフは計 16 名で、このうち４名は臨時職員である。利用料金

徴収係が 5 名、場内清掃係りが 4 名配置されており、二交代制を採用している。STA は 24

時間休みなく運用されており、夜の取引も多く、STA の職員が交代で夜間勤務を行っている。

臨時職員 4 名のうちの 3 名は職業軍人のアルバイトで、結果的に STA の安全管理にも役立っ

ている。管理事務所は日曜日が休みである。 

STA は、青果物の取引記録（価格、数量、取引先、等）を毎日、東ジャワ政府市場担当部お

よびマラン県政府市場担当部にＥメールで送付する他、週報、月報、年報を作成・提出して

いる。また、定期的に収益の報告も関係機関に送っている。ただし、収入に関する情報は部

外秘とされている。これらの情報は全て、STA 管理事務所のコンピューターに保管されてい

る。 

市場関係者は、市場の運営維持管理を行っている県スタッフに加え、利用者の観点から主に

①商品の売り手（農民や農民グループ、村落集荷人等）、②市場内卸売業者、③商品の買い手

（卸売業者、小売業者、広域トレーダー）、④市場内運搬労働者、の 4 者が存在しそれぞれ商

いを行っている。 

(2)   収入源 

STA の収益源は施設使用料であり、その内訳は、①取引場所利用料（月極契約）と、②車両

入場料（毎回）である。具体的には以下の単価が設定されている。 

① 取引場所利用料 鍵付店舗 GA タイプ (18 m2 x 13 区画) 391,500 ルピア/月 

 鍵付店舗 GB タイプ (18 m2 x 17 区画) 337,500 ルピア/月 

           鍵付倉庫 GC タイプ（18 m2 x 10 区画)  337,500 ルピア/月 

 オープン店舗 RB タイプ (36 m2 x 2 区画) 131,625 ルピア/月 

 オープン店舗 RS タイプ (16 m2 x 8 区画)  117,000 ルピア/月 

注： 店舗施設数は上記通りであるが、実際の利用は、鍵付店舗は各店の専用だが、オ

ープン店舗タイプは 2~4 軒の業者が共同利用しており、利用料金を折半している。 

② 車両入場料 大型トラック 4,000 ルピア/回 

 中型トラック 3,000 ルピア/回 

 小型トラック 2,000 ルピア/回 

 オートバイ 1,000 ルピア/回 

(3) 運営経費 

STA の運営費は、職員人件費、電気代、事務所管理費、修繕費等であるが、職員人件費は全

て県政府が支払い、また電気代は STA 所長のサインの後県政府が実際の支払いを行うため、

STA 事務所が直接負担する費用は、報告書作成、コンピューターやプリンターの使用に伴う

経費、会議費などに限られている。また、施設内で使用する水の水源は湧水であり費用がか

所長

農業生産セクシ

ョン 
マーケティング

セクション 
財務セクション 
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らない。事務所で発生する諸経費を賄うため、STA の全収入額の 90％を県に納入し、10％を

STA 事務所が使用する取り決めがなされている。 

(4) STA の利用状況 

STA の利用状況は、正確な数値は不明であるが、聞き取りによれば、利用率が高い 1 月から

6 月の間で、取引場所利用率は 75％以上、それ以外の時期では、75％以下となり、年間平均

では約 75％である。調査時点（2009 年 11 月）での 40 区画の店舗の利用状況は、卸売業者が

17 店舗、小売業者が 11 店舗、野菜洗浄用が 1 店舗、計 29 店舗が契約され、利用率は 73%で

あった。また、車両の入場数は月に 2,500～3,500 台、月平均では約 3,000 台とのことである。 

(5) STA の収支バランス 

収入に関する詳細情報は部外秘のため不明であるが、施設利用料と利用率から現在の収入総

額を概算してみた。試算によれば貸店舗からの収入が月額約 13 百万ルピア、車の入場料収入

が月額約 9 百万ルピア、月額合計 22 百万ルピア、年額では 264 百万ルピアと試算される。一

方、職員 16 名の給与総額は、年間約 220 百万ルピアと推定される。これに諸経費約 25 百万

ルピアを加えると、経費総額は年間 245 百万ルピアとなる。すなわち、STA の収支バランス

はプラスとなる。これは、STA 所長の口頭での説明と合致する。実際の財務処理は県予算に

収入が繰り入れられるなど本 STA に限った形で行われていないが、仮に全ての活動を STA か

らの収入のみで賄うと仮定した場合、財務状況は概ね良好と判断できる。 

一方、管理事務所の壁に掲げられている収入の表から今年の収入については以下のグラフの

通り推定される。 

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

計画

実績

 
出典：管理事務所ボード 

このデータから今年の収入はほぼ計画通り推移しており、年間収入はおよそ 110 百万ルピア

と予想される。所長への聞き取りでは 2004 年の実績が 85 百万ルピアだったとのことから、

ここ 5 年間でおよそ 30%の伸びを示している。他方、上記試算では、264 百万ルピアと計算

されたことから、利用者への課集金システムが不十分で未収分がかなりある可能性があり、

厳格に集金管理を行うことで、収入向上が見込めるのではないかと考えられる。 

(6) 情報交換と発信 

マントゥン STA には開設当初 3 台のデスクトップコンピュータが設置されたが、そのうち 2

台はすでに故障し使用できない。現在、１台のコンピューターで情報処理を行っているが、

機種が古いこともありいつ壊れてもおかしくはない状況にある。事務所に電話機があるが、

ファックスやコピー機はない。 

2006 年に、州や県政府への定期的な報告かつ円滑な情報交換に資するため、Ｅメールの使用

が開始された（stamantung_kabumalang@yahoo.com）。さらに、マントゥン STA のホームペー
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ジが開設されている（http://mantung.malangkab.go.id）。これらは、STA と監督官庁（州や県）

との情報交換等には使用されている。しかし、当地ではコンピューターを使用している農民

グループが現在は殆ど存在しないことから、コンピューターを利用した情報提供サービスの

実施は時期尚早と思われる。一方、当地で 8 年前から急速に普及した携帯電話が、STA の利

用者間（卸売業者、仲卸業者、生産者）の情報交換にすでに頻繁に利用されている。今後ま

すます携帯電話がマーケット情報交換などに大いに活用されるものと思われ、携帯電話を通

じたマーケット情報サービスの実施が望ましいと思われる。例えば、SMS（携帯電話のメッ

セージ機能）を利用した情報発信システムの構築なども考えられる。 

3.3 施設の概要 

(1) 規模とレイアウト 

マントゥン STA の敷地面積は 3 ha であるが、傾斜地を利用しているため有効利用が可能な面

積は限られている。そのうち、開発され使用されているのは 1.8 ha である（場内、駐車場、

外周道路を含む）。施設全体のレイアウトは添付図 A-2 に示す通りである。図の中央のオー

クション場を中心にした市場と左側の事務所では 約 3.5 m の段差がある。また、右手の銀

行や駐車場にも約 4 m の段差があり、市場全体としては使いにくいレイアウトになっている。

市場内の有効利用されている面積は、入り口から出口間の距離が 110 m、平坦な横幅は約 40 m

に過ぎない（計 0.4 ha）。この為、店舗の出入り口が斜面に面しているため使い勝手が悪い箇

所は空き家になっている。市場出口に、利用料金表が掲げられており、係員が出て行く車 1

台毎に料金を徴収している。領収書も発券している。また、出口付近に事務所内に掲示され

ている市場情報と同種の市場内と近隣の市場の取引価格が白板に表示されている。 

(2) 取引施設の詳細 

上述のように場内の貸し店舗は、鍵付と鍵なしで屋根だけのオープン店舗の二種類がある（添

付写真参照）。鍵付店舗の GA タイプはトラックの荷台高さに設計されているが、GB タイプ

は荷台高さに合わせた構造になっていないため使い勝手が悪い（この為、空き家が生じてい

る）。いずれの貸し店舗も柱は RC 建て、屋根は瓦葺構造であるが、鍵付店舗の間仕切りの壁

は金網で出来ている。 

また、店舗を経由しないで売り手と買い手の直接取引に利用されているオークション用オー

プン会場が（縦横 14 m でトラックの荷台の高さに合わせた床高さになっている。実際にはオ

ークションは実施されておらず、相対取引である）、市場のほぼ中央に設置されている。 

マントゥン STA の施設の概要は以下の通りである。 

  貸し店舗の形状と箇所数（店舗は金網付で保管機能有りタイプと金網なしの 2 種類

がある） 

① STA 入り口側に GA タイプ（金網付で 3 x 6 m)が 13 ユニット 

② GA タイプの裏側で農産物の出し入れに不便な GB タイプ（3 x 6 m) が 17 ユ

ニットある。利用が不便なため空室が 4 ユニットある。 

③ GC タイプ（金網付で 3 x 6 m）が 10 ユニットある。斜面の上手側にあり、

直接取引に参入できないため、キャベツなどの一時保管に利用しているが、

空室も多い。 

④ 市場の中央付近に屋根付のオープンスペースがある。オークション開場とし
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て位置付けられているがオークションは実施していない。全て相対取引であ

る。１袋当りの定額の利用料金を市場が徴収する。 

⑤ 出口側に RS タイプ(開放型で 4ｘ4 m)が 4 ユニットずつ２手に分かれて配置

されている。計 8 ユニット。 

⑥ 出口近くに大型のRBタイプ(開放型で6 x 6 m)が2ユニット配置されている。 

  GA/GB/GC タイプは各店の占有利用だが、RS/RB タイプは１ユニットを 2～4 軒の卸

業者が共同利用している。 

(3) 管理事務所と設備 

事務所は 8 x 8 ｍの独立した建物が市場を見下ろす位置に建てられている。所長室と事務室

の二部屋に分かれている。事務所内には壁に市場内と近隣の市場の主要農産物の取引価格が

掲示されている。また、主要農産物の価格変動が折れ線グラフで掲示されていて、売り手、

買い手の双方が時々チェックしている。事務所設備は上述の通り、事務机は 6 つあり、卓上

型パソコンとプリンターが各 1台置かれている（他の 2台のパソコンは故障し使用できない）。 

(4) 付帯施設 

付帯施設としては以下がある。 

 東ジャワ銀行が場内の一角で営業している。 

 STA 事務所の横にモスク風の祈祷所がある。 

 計量は各店が 200 kg 台秤を備えている。 

 冷蔵装置や製造倉庫は一切無い。 

 STA 入口の道路の反対側にニンジンの水洗機械を利用した洗浄小屋が 2 カ所あるが、

機械の所有は STA ではなく、民間業者が設置している。泥と枝葉が付いたままの掘

り起こされたニンジンが、ドラム式攪拌機にロットで投入され(１ロット 100 kg 程

度)10 分間程度水洗される。洗浄されたニンジンは作業場で人手によるサイズ分けが

行われる。ニンジン用以外の洗浄や選別機械類は設置されていない。 

 市場の GB タイプユニットには青果物の梱包資材業者が営業している。プラスチック

製の網袋や折網袋が販売されている。農薬や野菜の種子も売られている。 

(5) 廃棄物処理 

生ごみ処理は専任職員 5 人が 24 時間体制で掃除する体制だが、葉野菜の多くの残渣は家畜の

餌として無料で持ち帰られている。残りのごみは STA 入り口の反対側の空き地に放棄されて

いる。STA では農産物廃棄物を利用して有機肥料の製造を計画しており、予算申請を県に提

出している。現在、市場から排出されるゴミは、有機物と無機物が混在したまま、敷地の外

側の空き地に放置されている。空き地の下に川が流れており、早急なゴミ処理装置の設置と

無機物ゴミの埋め立て、または焼却処理が必要である。 
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3.4 青果物の取扱いの現状 

(1) 周辺地域の青果物の生産 

マラン県の青果物総生産量は 2008 年のデータでおよそ 16 万トン1。そのうち生産量が多いの

は、キャベツ、唐辛子、高菜、人参、ジャガイモである。同県は 33 の郡にわかれておりその

中で、同 STA の集荷先郡としてプジョン郡（STA 所在郡）、トゥンパン郡、ンガンタン郡、

ポンチョクスモ郡、ワジャク（スモ）郡があげられるが、代表的な野菜の郡別生産を見ると、

これらの郡はキャベツ、人参、ジャガイモについて、以下のグラフが示す通り県生産量の 5

割以上の生産量を占め、近隣郡が当該野菜の県内産地となっていることがわかる。 
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出典：マラン県農業局内部 2008 年データ 

また、近隣地区における代表的野菜の作付けカレンダーは以下の通り。 

 
月 

野菜 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

キャベツ 
 

            

人参 
 

            

カリフラワー 
 

            

白菜 
 

            

出典：管理事務所聞き取り 

上記作物はおおよそ雨期が始まる 11 月~12 月に作付けが開始され、2 月から 4 月の間に収穫

されている。 

(2) 取扱い青果物の種類と数量 

マントゥン STA ではジャガイモ、キャベツ、人参、白菜、カリフラワー、ネギ、玉ねぎ、豆、

トマト、唐辛子等 15 の青果物を取り扱っている。 

管理事務所での聞き取りによると、STA 内取引量の違いによって、年間を通じて 1~6 月と 7~12

月の 2 つ時期に大きく分けられ、前者は取扱量が多く市場取引が活発で、後者は相対的に取

扱量が減る時期となる。これは上記作付けカレンダーから周辺地区において、前者では雨期

                                                  
1 Data Produksi Hortilultura Di Jawa Timur Tahun 2008 

乾期 雨期 

作付 収穫 
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の野菜栽培の活発化による収穫量の増加によるものであるが、後者は乾期中収穫量減が原因

と考えられている。卸売市場は一年を通じ多種な商品が一定量確保されていることが魅力の

ひとつであり、7~12 月の時期における近隣地域での収穫量減に対して、本 STA では他地域か

ら仕入れることである程度の品揃えと量を確保するべく努力を払っているとのこと。管理事

務所のコンピューターから入手した 2008 年の取扱量データを纏めると以下のグラフのよう

になっている。 
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出典：管理事務所コンピューターデータ 

年間取扱量の上位 5 位は、キャベツ、人参、ジャガイモ、白菜、カリフラワーとなっている。

上位 3 位の野菜は年間を通じて取引量が一定（年末にかけて増加）となっているが、白菜、

人参については 9 月、10 月減少している。また、管理事務所が管理しているデータから、2008

年の年間を通じ 1 月の平均取引量はおよそ 1,140 トン、したがって一日の平均取引量は 38 ト

ン、うちキャベツは 11 トン、人参が 8 トンとなっている。 

次に、以下に 2008 年の主要 5 野菜の日価格データを示す。 
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出典：管理事務所コンピューターデータ 

各野菜とも年間を通じた価格の変動は大きく、うちキャベツでは一年の価格差が 10 倍と他の

4 野菜と比べ最大となっている。取扱量や価格の関係を今後検討し、これらの季節変動を減

らす方策を提案することは、今後本格調査でも重要と考えられる。 
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(3) 青果物の動きと流通フロー 

STA への農産物の動きを理解する為、流通フローを取り纏めた。まず、プレーヤー別の流通

経路を以下に示す。 

 

近隣地区の野菜の流通経路はおよそ上図の通りとなっており、農民への聞き取りによるとお

およそ 75%が STA を経由し、STA を介さない流通経路を経由する野菜は残り 25%程度となっ

ている。また、STA で取り扱う野菜のうち、およそ 5 割は村内集荷業者を経て入荷され、残

り 25%づつがそれぞれ農民グループと農民が直接 STA に持ち込んでいる。出荷については、

同州内への卸売/小売業者、また他州や外島のマーケットに運ぶ広域トレーダーが行っている
2。 

次に、地域別にみた集荷先と対象野菜は以下の図と表の通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
2 これらの数字は農民への聞き取りから得られた彼らの概略イメージであり、統計データとの照合も

含め、今後確認が必要である。 

農民 

村内集荷業者 

STA （卸売業者）

小売業者 近隣流通業者 広域流通業者 

農民グループ
（クロンポック

タニ）

25% 25%50%

STA を介さな
い流通経路 

出典：農民への聞き取りから作成 

STA
Mantung 

Bandung 
Pangalengan Wonosobo 

Temanggung 

Medan 
Brastagi 

Bogor
Cipanas Probolinggo

Jember
Dempasar
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場所 州 集荷している対象野菜 
Medan, Brastagi 北スマトラ州 ジャガイモ 
Bogor, Cipanas 西ジャワ州 人参 
Pangalengan, Bandung 西ジャワ州 豆類、ジャガイモ 
Wonosobo 中部ジャワ州 ジャガイモ 
Probolinggo 東ジャワ州 長ネギ、ジャガイモ 
Jember 東ジャワ州 キャベツ 
Dempasar バリ州 キャベツ、カリフラワー 
出典：管理事務所聞き取りとパンフレット 

上記では近隣地区は除いており、既述の通り近隣では主に同県プジョン郡、トゥンパン郡、

ンガンタン郡、ポンチョクスモ郡、ワジャク（スモ）郡、そしてバトゥ市で生産された野菜

が集荷されるとのこと。既に記載した通り、近隣の青果物収穫量が落ち込む時期には他州に

集荷先を求めており、その先は上図が示す通り主にジャワ島となっているが、ジャガイモな

ど北スマトラ州からも集荷している例がある。 

次に、地域別の出荷先と対象野菜について、同様に以下の通り図と表を取り纏めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
場所 州 出荷している野菜 

Dempasar バリ州 キャベツ、人参、ジャガイモ、
長ネギ 

Surabaya 東ジャワ州 キャベツ、人参、ジャガイモ、
長ネギ 

Balikpapan 東カリマンタン州 キャベツ、人参、ジャガイモ、
長ネギ 

Banjarmasin 南カリマンタン州 キャベツ、人参、ジャガイモ、
長ネギ 

Semarang 中部ジャワ州 キャベツ 
Jakarta ジャカルタ特別州 キャベツ 
Bandung 西ジャワ州 キャベツ 
出典：管理事務所聞き取りとパンフレット 

上図から近隣地区は除いてあるが、クディリやシドアルジョ等に出荷している。州外では、

主にジャワ島（＋バリ島）の大消費地であるジャカルタ、バンドン、スマラン、スラバヤ、

デンパサールに出荷している。また、野菜の生産量が少ないカリマンタン島にも出荷してお

り、同 STA は既に広大な商圏を確立していることがわかる。 
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3.5 STA 利用者聞き取り調査結果 

(1) 農民、農民グループ 

STA を利用している近隣農民、農民グループリーダー（意欲のある先進的な農民）に対して

聞き取りを行った結果は、以下の通り纏められる。 

市場情報について 

情報交換（主に価格）は農民間のコミュニケーションにてある程度行っていた（特におよそ

8 年前からは、普及し始めた携帯電話を使用）、STA の設立によりさらに情報（特に価格や質）

を得ることができるようになったとのこと。価格情報について、農民やグループは STA の卸

売業者と村内集荷業者を比較し、高い価格を提示する所に販売することが可能となり収入を

上げることができた農家もいる。また質においては、高品質の農産物に対する需要が高いこ

とが伝わったことで、自分達が生産する野菜の品質向上に関する意識が醸成されてきたとの

こと。一方、作付けする農産物の選定は、気候状況によって行うということから、需要サイ

ドから作物選定を行うところまでは至っていないと考えられる。 

STA へのアクセスと商習慣について 

STA には直接バイクや車を利用して持ち込んでいる。輸送手段がない場合には、レンタルを

したりグループで対応するなどしている。STA では主にブースの卸売業者に販売しており、

取引は全て相対で行っている。貧しい農家は、村内集荷業者に販売し、その業者が STA に持

ち込んでいる。STA では卸売業者から即金にて支払いを受けられるのでよい。既存の村内集

荷業者からの支払いも同様に即金である。 

村内集荷業者（中間業者）と農民との間の特徴的な関係として、作付けを開始する際に必要

な種子や農薬、肥料等の生産資材の投入コストを手配できない農民に対し、中間業者が補助

を行い収穫物から差し引いて補助を回収するという慣行がある。この場合、補助をうけた農

民は売り先が村内集荷業者に決まっている事から STA に収穫物を販売することは難しい。こ

のような貧しい農家の自由なマーケティング活動を可能にする為の一つの方法として、第 3

者が行うマイクロファイナンスが有効と思われる。 

一方、STA に買い付けにくる流通業者からの支払いは一般的に 1 日程度の遅れが標準である

ことから、即金を求める農民が直接流通業者に販売するインセンティブは少ないと考えられ

る。 

今後 STA に期待する点 

STA のスタッフと農民とのコミュニケーションはあまりよくないと感じている。もっとコミ

ュニケーションがよくなり、需要や価格情報がもっと得られるとよい（普及員のイメージに

近い形で協業を考えている）。2010 年から管轄官庁が農業局に移るということで、そういっ

た形で協力できるのではないかと期待している。 

STA 近辺の道幅が小さいのではないか。道路を拡幅することで、大きな容量の運搬車両が STA

に入ることが可能となり、販路を拡大することができるのではないか。 

裕福な農民は STA に直接アクセスできるが、貧しい農民は農産物を運搬する手段を手配でき

ない等アクセスが難しい。農民側に資金へのアクセス（マイクロファイナンス等）があれば、

上記の農民と中間業者との慣行の打破も含め、より STA を利用できるようになる。 

現在の STA の貯蔵施設や選定場、人参の洗浄機について、取扱量を考えると不十分だと考え
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ており、今後拡充を望んでいる。 

(2) 卸売業者 

STA 内のブースで卸業を行っている業者に聞き取りした結果は以下の通り。 

取引について 

農民等野菜の売り手とも、流通業者等の買い手とも相対で行っている。支払いは、農民に対

しては即金での支払い、流通業者からは現金でおおよそ 1 日後に支払いを受ける方法が通常

である。売り手（農民や農民グループ、中間業者）も、買い手（小売/流通業者）も必ずしも

同じ人や業者と決まっているわけではなく、自由に売買を行っているとのこと。 

ビジネスについて 

聞き取りした業者は、主にキャベツ、白菜等を取り扱っている。取り扱う農産物の売買歩留

率は、重量ベースで年間通じおよそ 7 割。つまり、3 割は売れ残るとのこと（ちなみにキャ

ベツの日持ちは凡そ 4 日程度）。聞き取り当日の値段として、キャベツは 300Rp/kg で農民か

ら買い、500Rp/kg で流通業者へ販売した。時期によるが、大体 100～200Rp/kg を Margin とし

て買値にのせて販売しているとのこと。一日だいたい平均 3 トン程度の量を販売しているこ

とから、売上は年間 160 百万 Rp と概算される。口頭でも利益を出しているとのことであった

が、ブース使用料が月 130 千 Rp であることから、その他の経費を考えても利益を上げている

ものと考えられる。 

本ブースは朝 6 時にビジネスを開始し、夕方 6 時に終えるとのこと。売り手は朝 6 時～昼 3

時までの間に、また買い手は朝 9 時から夕方 6 時ぐらいの間にブースを訪れるとのこと。イ

ンタビューをしたブースはオープン店舗タイプであり、夕方 6 時以降翌日 6 時までに、もし

売り残りの野菜がある場合には、ガードマンに依頼し野菜の管理と、販売ビジネスも託して

いるとのこと。 

野菜の売り手に対しては、買い叩くことはあまりせず質の良し悪しを考慮しつつ一定の額の

支払いを心がけているとのこと。それにより売り手（特に農民）の信頼を得、青果物の供給

が減らないようにしている。 

現時点の STA でのビジネスの問題点について 

問題点としては、青果物の質がある。特に農民はそれほど質を考えず商品を売りにくるが、

買い手（流通業者）は高い品質を求めている。農民が高品質な野菜を持ち込んでくれるよう

になるとよい。 

現状のブース施設にも問題があり、屋根がついているだけの現在の店舗は充分ではなく、日

陰部分をつける日除けが必要とのこと。実際ビニルシートを個人で壁部分に張り、風通しを

よくしつつ、日をよける努力をしている。 

(3) 流通業者 

近隣流通業者に対する聞き取りの結果は以下の通り。 

聞き取りをした業者はモジョケルト（東ジャワ州）から買い付けにきており、地元の伝統的

市場にブースをもっていて、そこで買い付けた野菜類を販売している。通常、白菜、トマト、

人参、セロリ、ジャガイモ、長ネギなどを同 STA から買い付けている。 

同 STA にくるインセンティブは、一定量の供給があり、品揃え豊富で、地元から近いことが



 

 
－314－

挙げられるとのこと。価格面で近隣の野菜の産地であるバトゥ市にある市場とあまり変わら

ないことから、同 STA を選んでいる。 

同 STA 内では、各ブースをまわり質と価格がよいブースから購入する。必ずしも同じブース

から買い付けているわけではない。取引は相対で行い、支払いはおおよそ一日後に行うとの

こと。買付後、質が悪い野菜が入っていた場合、支払い日に現物を STA に持ち帰り、ネゴを

して値段を低くする。この業者は運搬料や利益などを乗せ、Margin として 300－400Rp/kg を

買値に加えて販売しているとのこと。 

聞き取り日は 2.5－2.7 トントラックで買い付けに来ていたが、通常は 4 トントラックにて一

日一回、毎日同 STA を訪れ野菜を荷台に満載して帰るとのこと。尚、野菜をトラックに詰め

込む際の人夫は STA にいる人夫を使用し、1,500Rp/bag を直接人夫に支払っているとのこと。 

本 STA について、現在特段問題は感じていないとのこと。 

3.6 監督官庁の市場整備・運営維持管理の方針 

(1) 州政府農業局 

州農業局の最新の戦略計画（2006～2008 年）によると、①農業生産性の向上、②質の向上、

③マーケティングネットワーク強化、④農民の所得向上、⑤自然資源の活用による産業産品

の増加、が開発戦略の方向性として謳われており、上記は 3 つのプログラム（食用作物供給

増加、アグリビジネス開発、農民繁栄増大）によって実施されることになっている。この中

で、アグリビジネス開発においてはマーケティングの強化が重要視されており、STA による

農産物流通改善も、ここに位置づけられると考えられる。 

東ジャワ州では、現在、スラバヤの南 20 km のシドアルジョに中央卸売市場（農業省系列で

の TA）の建設を進めている。この TA は、敷地面積が 50 ha の大規模なもので、農産物に限

らず取引可能な産物を幅広く扱うマーケット機能をもたせ、ショッピングモールや娯楽セン

ターをも含む複合施設にする方針である。この TA を、農産物生産地に県政府が建設済みの

STA と連携させる意向である。 

STA の整備・運営維持管理方針としては、農業省本省のガイドラインを州政府用に修正し、

各県に配布し指導していくとのこと。新規建設の決定権は県知事が保持していることから、

州の役割はガイダンスに留まるのみであるが、構想として各県に STA が整備され、上述の卸

売市場に農産物を卸すネットワーク構築の考えを表明した。 

(2) マラン県農業局 

マラン県の農業局事務所は県都マラン市の南方 30ｋｍのクパンジュンパン市に位置している。

マラン県の STA 担当部署は、設立以来商業省ラインのマラン県産業局であった。しかし県知

事の意向で、2010 年から農業局の管轄下に移管されることが決まっている（県知事令発令済

み）。 

県農業局の現在の戦略計画（対象期間は 2008 年～2010 年）において、食用作物供給の安定

化や作物多様化、人的資源の開発強化等が県の戦略として述べられている中で、その推進の

方法としてアグリビジネスやマーケティング強化が言われており、市場強化を通じた上記戦

略の達成という観点から、STA 開発は県の政策方針に位置づけられていると言える。 

今回の調査中、農業局 No.2 のニルマラ秘書官（Dwita Nirmala）にインタビューし、以下の情

報を得た。 
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① 2010 年から本 STA が正式に農業局に移管されるので、UPTD（技術実施部局）を現場

に設置する予定である。組織図を以下に示す。 

 

出典：Bupati Malang Regulations, Number: 16 year 2009 

本技術実施部局は、組織図上は農業局長の下に位置づけられるが、技術的には、局内

の関係部門（農業部、園芸作物部、マーケティング部等）からの指導をうけることに

なるとのこと。 

② 現在のマントゥン STA は伝統的な市場との理解であり、IT 分野での改善、例えば情

報開示を On-line で行う等が必要と考えており、近代的市場にしたいとの希望と持っ

ている。 

③ STA の取り扱い品目を青果物のみならず、コメ、トウモロコシ、キャッサバ、などの

穀物も対象に含めたいとの考えがある。 

Head of UPTD

Sub Division of 
Administration 

Technical Executor of 
Production 

Technical Executor of 
Marketing & Cooperation 
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AB間：110M
CD間：32M 

北

図　A-2     東ジャワ州マントゥンSTAの施設配置図

STA入り口①

STA入り口②：

道幅９M

GAx6units

GBx8units

Open Space
(Auction)
14x14M
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(4unitsは
空室)

GAx7units

Bank
JATIM

国道

Kederiへ

国道

Malangへ

RBx2 units

(6x6M)
RSx4units

(4x4M)

RSx4units

(4x4M)

出口料金所徴

収所、機材売

り場

GCx5units

(4x4M)

GCx5units

STA事務所

8x8M

Hall

道幅：7M

A

B

C
D

Mantung青果物卸売市場の概要

　・この地点は海抜1,000Mで周囲は野菜栽培が盛ん。野菜を中心にした産地集積地として賑わっている。

　・1日24時間開場している（年間の休日はイスラムの断食明け祝日２-3日のみである）

　・総面積：3ヘクタール(斜面に位置している。図のOpen Spaceを中心にした市場と左側の事務所では

　　約3Mの段差がある。また、右手のBankや駐車場にも約4Mの段差があり、市場全体としては使いにくい

　　レイアウトになっている。

　・使用面積：1.8ヘクタール（添付、場内、駐車場、外周道路を含む）

　・貸し店舗の形状と箇所数（店舗は金網付で保管機能有りタイプと金網なしの2種類がある）

　　①　STA入り口側にGAタイプ（金網付で3x6M)が13units

　　②　GAタイプの裏側で農産物の出し入れに不便なGBタイプ（3x6M)が17unitsある。利用が不便で空室が

 　      4unitsある。

　　③　GCタイプ（金網付で3x6M）が１０unitsある。斜面の上手側にあり、直接取引に参入できないため、

　　　　キャベツなどの一時保管に利用しているが、空室も多い。

　　④　市場の中央付近に屋根付のOpen Spaceがある。オークション開場として位置付けられているが

　　　　オークションは実施していない。全て相対取引である。１袋当りの定額の利用料金を市場が徴収する。

　　⑤　出口側にRSタイプ(開放型で４ｘ４M)が4unitsづつ２手に分かれて配置されている。計８units。

　　⑥　出口近くに大型のRBタイプ(開放型で6x6M)が２units配置されている。

　・GA/GB/GCタイプは各店の占有利用だが、RS/RBタイプは１unitを２～４軒の卸業者が共同利用している。

　・生ごみ処理は専任職員5人が24時間体制で掃除する体制だが、葉野菜の多くのごみは家畜の餌として

　　持ち帰られている。残りのごみはSTA入り口②の反対側の空き地に放棄されている。

　・STA入り口②の反対側にニンジン洗浄室と洗浄機（エンジン駆動）が2ヶ所設置されている。

　　他の選別機械類は無い。

　・計量は各店が200kg台秤を備えている。

　・保冷倉庫類は無い。

食堂、雑貨商

場所が不便、空室が

多い

使われていない

駐車場
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南スラウェシ州パッタパンＳＴＡの概要 
 
 

1. 南スラウェシ州の概要 

1-1   概要 

南スラウェシ州は、スラウェシ島の南西半島部に位置する、面積 46,717 km2の州で、東方イ

ンドネシアの中で最も農業に適した平坦地に恵まれている。州の人口は 770 万人（2007 年）

である。州都はマカッサル（旧称ウジュン・パンダン）で、人口 124 万人（2007 年）を擁し、

スラウェシ島のみならず東方インドネシアで最大の都市である。南端部にマカッサル族、中

央部にブギス族、北部山間地域にトラジャ族が住んでいる。 

1-2   社会経済 

南スラウェシ州は、2004 年に同州西部地域が西スラウェシ州として分離独立したとはいえ、

スラウェシ島全体の人口の 47%、GDP の 47%を占めており、他の 5 つの州を圧倒している。

スラウェシ島内では、この地域が最も人口密度が高い。広く稲作がおこなわれている。北部

のトラジャ地方は、観光地やコーヒーの生産地として知られる。同州は鉱物資源が豊富で、

タナ・トラジャ、ルウ、マムジュ３県にかけて、金、銀、ニッケル、亜鉛、鉛等を産し、石

炭、石油、地熱、水力などのエネルギー資源にも恵まれている。マカッサル工業団地がマカ

ッサルから 15 km の地点にあり、空港からも 10 分の距離にある。203 ha の敷地は今後 703 ha

に拡張する予定である。現在アグリビジネス、流通関係の業種を中心に約 150 社が入ってい

る。2008 年にマカッサル国際空港が完成するなど、マカッサルを中心とする同州の発展は目

覚しい。日本の製造業者（農林水産分野が中心）も進出しており、100 名ほどの会員を擁す

る日本人会も存在する。 

1-3   農業 

南スラウェシ州は、農業生産、とくにコメの一大生産地で、インドネシアのコメ生産全体の

6.5％を生産し、毎年約 100 万トンを他の州に移出している。近年、特にメイズの生産が急速

に増大している。また、タマネギ、キャベツなどの野菜の生産も盛んである。また丘陵地帯

の冷涼な気候を利用した果実の大産地でもあり、オレンジ、マンゴー、パパイヤ等が他州に

移出されている。州内には数多くの灌漑施設が日本政府の円借款により完成しており、州の

農業発展に貢献してきた。その他、重要な農産物としてカカオとコーヒーがある。近年民間

企業による大規模農園の伸びが著しく、2000 年時点で 61 社が 8 万 ha を使ってココヤシ、カ

カオ、パームオイル、ナツメグなどの栽培を行っている。 

2. 南スラウェシ州の青果物卸売市場の概要 

南スラウェシ州農業局が把握しているデータでは 2009 年 10 月現在、6 カ所の青果物地方卸

売市場（STA）が存在する。農業省国内市場局把握のデータでは、同州の STA は 5 つである

ことから、東ジャワ州と同様必ずしも全ての情報が中央に上がっているわけではないといえ

る。概要は以下の表に示すとおりである。各々の位置は添付図 B-1 に示した。 

p323、326 はカラー 
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南スラウェシ州の農産物市場リスト 

No 市場名 場所 完成年 資金源 運営 主要産物 
1 STA Cappa Bungaya Gowa 県 

Sungguminasa 市  
2001 APBN/

APBD
県公社

PERUSDA 
休止中 

2 STA Sumilan Enrekang 県 
Alla 郡 

2003 APBN/
APBD

県政府 野菜・果実 

3 STA Pattappang 
(Malino) 

Gowa 県 Malino 市近く
Tinggimoncong 郡 

2005 APBN 県公社
PERUSDA 

ジャガイモ 

4 STA Lembang 
Perindingin 

Tana Toraja 県 Gandang 
Batu Sillanan 郡 

2006 APBN 県政府 野菜・果実 

5 STA Soreang Pare-Pare 市 
Soreang 郡 

2007 APBN 県政府 野菜・果実 

6 STA Bakka Luwu 県 
 

2008 APBN 県政府 野菜・果実 

出典：州農業局データ 
(注) 資金源：APBN=中央政府予算、APBD=地方政府予算 尚、6 番目のバッカ STA は、中央では把握していない。 

農業省国内市場局によれば、これらの STA の中では、エンレカン県にあるスミラン STA が最

も運営・管理が優秀で評価が高い。カリマンタンに送る野菜を集荷するなど、良好な活動を

行っている。しかしその他の STA の活動は低水準のため、南スラウェシ州政府農業局は、今

後の方針として、当面は新規の STA の建設を行わず、既存の STA の活性化に重点を置く意向

である。 

3. パッタパン STA の概要 

3-1   建設の背景と経緯 

ゴア県マリノ地区に位置するパッタパン STA は、マカッサル東部の高原地帯が高原野菜の主

産地であることから、野菜の集荷に利便性がある点が評価され選定された。標高は 1500ｍ前

後で近隣には高原リゾートも存在している。マカッサルからアスファルト道路で約 3 時間の

距離にあり、大型トラックが通行可能で、アクセスは良好である。 

農業省の STA 普及整備の基本方針を受け、南スラウェシ州政府は州内に STA を新設する方針

をたてた。その中で、高原に設置された STA は初めてである。選定された場所（0.2 ha）は

元々個人の所有地であり、STA 建設のために無償で提供された。 

建物の建設費約 500 百万ルピアは、中央政府の資金にて賄われた。STA の施設は 2005 年末に

完成し、2006 年から運用が開始されるはずであったが、マリノ一帯の野菜農家と卸売業者、

流通業者との現行の流通システム（STA を介さない流通）の変化は見られず、ほぼ丸 2 年間、

施設は利用されなかった。 

そこで、状況を打開するため県政府は 2005 年に発足した県のペルスダ公社（PERUSDA: 

Holding Company Gowa Mandiri）に管理運営業務を委託し、2008 年 3 月には常駐の担当者 4

名が滞在するようになった。ペルスダの担当者はパッタパン STA が所有する 1.5 トン積載の

ピックアップにより農民から直接野菜を購入し販売する事業を行うことで STA の活動を行う

とともに、本来の市場の活動（すなわち農民および卸売業者、流通業者による STA の利用）

が行われるよう農民への説明等を行ったが、現時点では機能していない。さらに、ジャガイ

モの種芋を販売し営農指導を行うなど、STA というより営農指導事務所の機能を果たしてい

るのが実態である。 
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3.2 STA の運営管理 

(1)   組織体制と運営 

パッタパン STA の監督管理者はゴア県政府であるが、実際の運営管理はゴア県の農業公社で

ある PERUSDA が実施している。STA のスタッフはペルスダから計 4 名派遣されており、そ

の給与はペルスダから支払われている（当然のことながら、ペルスダはゴア県から予算を受

けている）。STA の管理組織は以下に示す通りである。 

 
出典：STA での聞き取り 

4 名のうち、所長にあたる女性が一名、現在トレーディングセクションは活動していない為、

営農栽培セクションに、種子の普及・販売員として二名、そしてドライバーが 1 名である。

既述の通り、2008 年 3 月からペルスダ直営で農民から青果物を購入し、マカッサルのスーパ

ーマーケットに販売する事業を開始したが、この担当が主にトレーディングセクションであ

った。尚、この活動はペルスダ本部からの予算が滞った為 2009 年 1 月で休止している。この

事業において、自らが買い付けまた販売した青果物の取引記録（価格、数量、取引先等）を

パソコンに入力し管理している。 

(2)   収入源 

STA の現在の収益源はペルスダからの予算のみである。野菜の購入販売事業を行っていた際

には、予算に加えて事業での売上が収入源となっていた。また、市場活動ではないが、ペル

スダが本 STA にて行っているジャガイモの種芋販売における売上も収入源と言える。一方、

本来の市場において設定されているようなブースの使用料や車両の入場/駐車場料金は設定

されておらず、使用者もほぼいないことから収入とはなっていない。2008 年 3 月～2009 年 1

月までの野菜購入販売事業における売上実績は、以下のグラフの通り。 
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出典：STA のコンピューターデータ 
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11 ヶ月の平均月売上額は、約 40 百万ルピアであり、8 月に売上高はピークを迎えている。ま

た販売総売上は、STA コンピューターデータから 11 ヶ月で 434 百万ルピアと概算される。 

(3) 運営経費 

STA の運営費は、職員人件費、電気代、事務所管理費に加え、野菜購入販売事業を行ってい

た際はその事業経費、また営農栽培セクションにおけるジャガイモの種芋販売や営農/指導に

係る経費である。全ての経費はゴア県の公社であるペルスダが負担している。 

(4) STA の活用状況 

本 STA は、本来の STA の役割という意味では使われていない。既述の通り、トレーディング

セクションによる野菜購入販売事業を行っていた際には、購入した野菜の保管、選別やパッ

キング作業が行われていた。現在、種芋販売事業用の種芋保管が STA の事務所や倉庫におい

て行われている。 

一方、土地を無償提供した地主がジャガイモを栽培しており、主に収穫期の 6~8 月頃、その

ジャガイモの洗浄や選別、パッキングに施設が使用されている。 

(5) STA の収支バランス 

現在、ペルスダの配分予算内で活動を細々と行っている状況である（ペルスダにおける本 STA

の予算データは得られなかった）。野菜購入販売事業を行っていた時に事業単独で利益は出て

いたのかという質問に対し、STA スタッフは赤字であったと返答しており、ペルスダとして

のビジネスにおいて、野菜の買取価格に労賃と運搬費、利益を加えた額と販売額（主にスー

パーマーケットへの販売価格）は見合ったものになっていなかったようである。職員の説明

では、販売先にプルスダがある程度の価格をコミットしていたことと、農民からの買取価格

が変動することから、確実なビジネスモデルを作れなかったとのこと。 

(6) 情報交換と発信 

本来の STA 機能を想定した場合の、価格や需要、品質に係る情報の提供はこれまで行ってき

ていないとのこと。一方で、STA を利用してもらうための説明会（STA の存在やペルスダの

事業について）などは特に農民に対して開いたことがある。 

3.3 施設の概要 

(1) 規模とレイアウト 

パッタパン STA の敷地面積は 0.2 ha（縦 50ｍ横 40m）である。地主の住居の隣にポテト畑を

潰して建設された。施設全体のレイアウトは添付図 B-2 に示す通りである。土地は国道から

奥に向けて傾斜があり、約 1ｍの高低差がある。マッカサルと東海岸のシンジャイ市を結ぶ

国道沿いに建てられている。国道からの出入り口は道幅が 4m で狭い。出入り口の右側に、

壁が無いタイル張りの選別場が 2 棟建てられている。入り口の左手に事務所とその奥に常温

のポテト倉庫がある。このポテト倉庫の奥に地主が所有するポテト倉庫が 1 棟建てられてい

る。 

この建物以外の集荷場、売買取引場、集荷・卸売業者が利用できるブースや事務所は一切建

てられていない。 
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(2) 取引施設の詳細 

幅 10ｍ長さ 16ｍのタイル張りの根菜類選別場が 2 棟ある。選別場には幅 1ｍ長さ 4ｍの水洗

場が各 2 ヵ所設置されていることから、この STA はポテト、ニンジン等の根菜類の水洗・選

別場として設計・施工されたことが明白である。水洗場からは建物に沿って汚水排出用の側

溝が整備されている。 

選別されたポテトは食用と小粒の種子用に選果されて、隣接の倉庫内（ポテトの貯蔵容量約

100 トン）か、事務所内の種子置き場に一時保管される。 

タイル張りの選別場は中央に幅 1.8ｍの通路と建物周囲に荷物運搬用に幅 1ｍの犬走りが設け

られている。 

この施設の利用は開設当初は地主と周辺農家が利用していた模様だが、地主が一般農家は使

用後の清掃が不十分で選別場が汚されると言っており、徐々に一般農家の利用が減って地主

の所有物のような形になっている様子である。施設の利用料金は設定されていない。利用料

も徴収されていない。 

壁は無く、柱は鉄筋コンクリート、軒高 2.2m、屋根材は亜鉛引き波板鉄板、屋根のトラスは

木製の構造になっている。 

(3) 管理事務所と設備 

10ｘ10ｍの事務所内に 2.5ｍ角の事務所と 2.5ｘ3ｍの種子倉庫が設置されている。事務所内に

は机 1 台と PC1 台が置かれているだけである。大広間はタイル張りで、会議ソファーと耕運

機、種子の展示室などに利用されている。 

(4) 付帯施設 

ポテト倉庫（幅 10ｍ、奥行き 7ｍ、軒高 2.5ｍで容量約 100 トン）が 1 棟事務所に沿って建設

されている。保冷・冷蔵装置などは無い。事務所の脇にトイレが 1 ヶ所有る。電気・水道施

設はある。 

(5) 廃棄物処理 

廃棄物処理施設は一切無い。ポテト、ニンジンの根菜類の水洗・選別場として設計されてお

り、キャベツなどの葉野菜の利用は考慮されていないため、集荷に伴う野菜の残渣処理は考

慮されていない。根菜類の水洗後の残渣は、汚泥は国道沿いの側溝に垂れ流し、ニンジンの

枝葉類は施設脇の畑に捨てている模様である。 

3.4 青果物の取扱いの現状 

(1) 周辺地域の青果物の生産 

ゴア県の野菜総生産量は、2008 年データで 3 万 3 千トン1。このうち生産量が多いのは、ジャ

ガイモ、長ネギ、キャベツ、トマトとなっている。同県は 18 の郡にわかれており、パッタパ

ン STA が位置するティンギモンチョン郡とその北東隣のトンボロパオ郡の 2 郡で、以下 3 品

目についてゴア県総生産量の半分以上を占めることから、周辺地域がゴア県内において当該

野菜の産地となっていることがわかる。 

                                                  
1南スラウェシ州農業局内部データ 
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出典：ゴア県農業局内部 2008 年データ 

また、近隣地区の代表的野菜の作付けカレンダーは以下の通りである。 

月 
野菜 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ジャガイモ 
 

            

人参 
 

            

トマト 
 

            

キャベツ 
 

            

出典：農民への聞き取り 

上記作物はおおよそ雨期終盤期の 2 月から 5 月にかけて作付けが開始され、6 月から 8 月の

間に収穫されている。 

(2) 取扱い青果物の種類と数量 

ペルスダが野菜購入販売事業を行っていた際には、ジャガイモ、人参、トマト、白菜等 10 種

類程度の野菜を取り扱っていた。また、月毎の総野菜販売量は以下の通りである。 
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出典：STA のコンピューターデータ 
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コンピューターデータを見ると、6 月ごろから販売量が増加して 8 月にピークを迎えており、

上記作付カレンダーの近隣の収穫時期と符号する。ただこの増減は、周辺の収穫量の増減の

みならず、ペルスダの事業活動予算の大小や需要量の増減なども影響しているとの説明をう

けている。11 ヶ月の月別販売量の平均は 11 トンで、幅は 4 トン～21 トンと大きく変動して

いる。 

農民から購入する野菜類は質が一定ではないことから、ペルスダでの選別作業に手間がかか

っていた。また、質が低いと販売価格も安くなるから、近隣農民の農産物の質向上も課題で

ある。 

(3) 青果物の動きと流通フロー 

本 STA は、STA の本来の機能を現時点では発揮していない。それを踏まえ、近隣の地区の青

果物の現況の流通フローは、以下の図の通りと考えられる。 

 
出典：管理事務所、農民、村内集荷業者への聞き取り 

現在の流通システムの中で重要な役割を果たしていると考えられるのが、村内集荷業者であ

る。業者への聞き取りでは、近隣の 1,700 世帯のうちおよそ 2 割が小規模を含め村内集荷業

者として活動しているとのこと。また、近隣に小規模の青果物貯蔵・集荷施設が 8 つ散在し

ているとのことで、村内集荷業者を通じ、これらの貯蔵・集荷場を経て流通業者に流れてい

くフローが主な取引の流れと考えられる。一方、野菜販売事業を行っていた時の STA 経由の

フローは、近隣の全体流通量のおよそ 5%程度2のみと想定されている。 

出荷先としては、マカッサルやブルクンバ、シンジャイ、スラヤール、ボネ、クンダリとい

った近隣のマーケットと、遠方ではカリマンタンや一部イリアンジャヤのマーケットにも野

菜が出荷されている。 

STA を本来の機能を持たせる形で運営改善を行っていく場合、このような既存の流通システ

ムが変更されることになるので、新システムが持続的に維持される為には原則として各プレ

ーヤーが大きく損をしない win-win の方向で提案を行うことが望まれる。 

                                                  
2 この数字は管理事務所職員への聞き取りから得られた概略イメージであり、統計データとの照合も

含め、今後確認が必要である。 

小売業者 近隣流通業者 広域流通業者 

農民ないし農民グループ（クロンポックタニ） 

村内集荷業者 

STA（ペルスダの販売 
事業、一部農民の 

ジャガイモ水洗選別場） 
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3.5 STA 利用者聞き取り調査結果 

(1) 農民グループ 

STA を知っている農民と農民グループリーダー（土地を提供した農民含む）に聞き取りを行

った結果は以下の通り。 

栽培している作物は主にジャガイモ、人参、カリフラワー、キャベツ、トマト等であり、販

売先は中間業者（ペルスダが野菜購入販売事業を行っていた際は、ペルスダに販売したこと

もあるとのこと）。尚、土地を提供した農民は 8 トントラックを 2 台もっており、知己のある

東カリマンタンの業者から情報を携帯電話にて入手し、取引を行っている。 

業者との取引方法は相対で、値段は業者が決定する。農民の間で、時期毎の業者買取価格は

おおよそ共有されているとのこと。支払い方法は、近隣の市場からの流通業者の場合は 1,2

日後の現金支払で、遠方からの流通業者の場合は、1 ヵ月程度後の現金払いが一般的である。

業者は 8 トントラックを主に使い、農家をまわって数種類の作物を集荷しトラックに満載し

て戻っていくのが一般的であるとのこと。農民との取引の際、秤は業者が提供するので、農

民側から秤が適正であるかのチェックは難しい。 

中間業者は農業資材の提供も農民に対し行っている。作付計画にあわせてタイムリーに提供

されるので、他に支援のアクセスがない農民達は頼らざるを得ないとのこと。尚、近隣に小

口金融を担う機関も少なく、また政府からの資材提供サービスは頻繁に遅延することから、

双方活用できないというアクセスの問題がある。従い、収穫した農産物は業者へ売ることが

決まっており、そういった農民が新規マーケティングチャンネルを開拓することは簡単では

ない。 

STA が本来の機能を発揮すると仮定して、農民が STA に期待することは以下の通り。 

① 情報が入手できればよい。いつ、どのくらいの質、量がいくらで必要とされている

か、の需要に係る情報が必要。 

② 第 3 者機関か、STA そのものが金融や農業資材を支援してくれれば、現在のチャン

ネル以外に自由に販売先を選ぶことができるようになる。 

③ 今の STA は規模が小さい。もっと大きくなれば、近隣の農民が利用できるのではな

いか。 

(2) 村内集荷業者 

既存流通システムにおいて重要なプレーヤーである村内集荷業者に対し聞き取りを行った。

結果は以下の通りである。 

聞き取りを行った業者は、農業資材販売、農産物販売、養鶏、雑貨販売等手広くビジネスを

行っている。農産物販売事業としては、近隣の消費地（マカッサルやブルクンバ等）や遠方

ではカリマンタンとの取引を行っているとのこと。 

農産物の手配は、主に①日持ちのしない野菜につき、販売側の需要（携帯電話等で何がどの

くらい必要か）を確認し、近隣の農家や集荷場から手配する、②日持ちのする野菜について

は農家での余剰生産物を購入し、地域を訪問した流通業者に販売する、の二つの方法をとっ

ている。 

農家への支払いは即金。この業者も、農民に対し農業資材の支援（貸付）や雑貨販売におけ



 

 
－326－

る「つけ」での販売も行っており、その場合は収穫物から回収分を差し引いた額を即金で支

払っている。流通業者からの支払いは、出荷後 1 週間程度後に行われることが多いとのこと。 

現在の問題点は、収穫量が需要に比して過大である場合の価格下落、また農民から購入する

野菜の低品質が挙げられるとのこと。後者については、農民から購入後、自分で選定作業を

行っているとのこと。 

現在周辺地域に同様の機能である（小規模ではあるものの）農産物集荷場が近隣に 8 つある

が、流通業者はこれらをまわって（足りなければ農民へ直接コンタクトする）量を確保して

いるので、一箇所で一定量の集荷が可能となるのは（これが STA の利点である）、買い手に

とってもよいことだという見解を示した。今後現在の STA を改善していく際に望むこととし

て、貯蔵庫の充実、また情報の共有（特に価格、需要量、質に係る情報）が実現できればよ

いと考えている。 

3.6 監督官庁の市場整備・運営維持管理の方針 

(1) 州政府農業局 

州農業局の最新の戦略計画（2008～2013 年）においてアグリビジネス振興が掲げられており、

TA や STA の開発が述べられている。また、園芸作物の生産増大もあわせて述べられており、

本 STA の運営改善は、州農業局の政策に合致している。 

また、政府との会議の中で指摘された主な点は以下の通りである。 

① 方針として、州内の新規 STA 建設は当面行わず、6 つある STA の運営改善を行って

いく。 

② パッタパン STA の運営がうまく行っていない事は承知している。農民と中間業者と

の伝統的な関係や既存流通システムを変えることは難しい課題である。STA が魅力

あるものとして機能するよう努力しているが、途上である。 

③ 評価が高いエンレカン県にあるスミラン STA の機能は、東ジャワ州のマントゥン

STA と同様であるとの認識である。このような形でパッタパン STA も機能していく

とよい。 

(2) ゴア県農業局 

本 STA は、県農業局の管轄である（運営は、既述の通り委託されたペルスダ公社が行ってい

る）。ゴア県の農業局事務所は県都スングミナサ市内にあり、マカッサル市からは 20 分の交

通至便の位置にある。 

県農業局の戦略計画（2006 年～2010 年）では、生産性と質双方の向上、農民や関連組織の技

術や知識の向上、県内食料安全保障、アグリビジネス開発が重点項目として述べられている。

うちアグリビジネス開発達成のために一つとしてマーケティングに対する投資強化が挙げら

れていることから、STA 運営改善は県の政策として位置づけられるものである。 

農業局との会議において、以下が明らかとなった。 

① ゴア県には現在、STA は 2 ヶ所ある。一つはスング

ミナサ市内にある 2001 年に完成したチャパ・ブン

ガヤ STA で、もう一つは 2005 年に完成したパッタ

パン STA である。現在、双方の STA とも活動がほ

チャパ・ブンガヤ STA
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とんど行われていない。 

② 県農業局と運営管理を委託しているペルスダ公社は、2 つの STA を連携して活用す

るコンセプトを持っている。具体的には、パッタパン STA をメイン、チャパ・ブン

ガヤ STA をサポートと位置づけ、前者を高原野菜の集荷の拠点とし、消費地に位置

しているチャパ・ブンガヤ STA に高原野菜を運び、そこから小売や消費地に販売す

るものである（下図参照）。 

 

 
出典：Konsep Sub Terminal Agribisnis, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan  

このコンセプト実現の為に、パッタパン STA から STA のトラックを利用し、高原野

菜を運搬する構想をたてているが、現在保有している 1.5 トントラックはパッタパン

STA の活動に使用しており十分ではなく、新規トラック購入の目処はたっていない。 

③ 農業局の現状認識として、農民は依然中間業者に農産物を販売しており、収穫量が

多い場合には業者に買い叩かれる状況がある。STA を通じ、このような状況を打破

し農民のバーゲニングパワーを強めたいと考えている。 
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Pattapang　STA、ポテト水洗/選別場　詳細図 (単位：mm)
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STA　Pattapang (Malino地域）の特徴

・青果物の集荷/販売所として建設

　されていない（青果物の地方卸売

　市場ではない）。

・根菜類（主にポテト）の水洗とサイズ

　分け作業場としての設計である。

・売り手/買い手の価格交渉や荷捌き
　場所は無い。店舗は一切無し。

・この施設はポテトの水洗とサイズ

　分け、小芋は種子用として倉庫内

　に保存。普通サイズのポテトは販

　売用に袋詰めしてトラックに積み込

　むが、作業場から直接トラックの

　荷台に積み込める設計になって

　いない。

・県の担当者が言う、この施設と県庁

　所在地に有るSTAをリンクして使用

　するという説明はでたらめである。

・県の担当者は「設計は州政府が行っ

　たと」言うが、州は「国からの指示

　だ」と言う。実態はこの”STA”建設

　地を所有する大農家の個人的な

　施設である。
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図　B-2　　　南スラウェシ州パッタパンＳＴＡの施設配置図
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北スマトラ州サリブドログＳＴＡの概要 

1. 北スマトラ州の概要 

1-1   概要 

北スマトラ州は北緯 2～4 度のスマトラ島北部に位置し、マラッカ海峡を挟んでマレーシ

アと向き合っている。同州の面積は 72,981 km2で、ほぼ日本の四国の面積に相当する。人

口は 1,283 万人（2007 年）で、スマトラ 10 州の中で最大である。州都はメダン市で、か

つてオランダ植民地政府がスマトラ地域統治の拠点として開発整備した歴史があり、人口

211 万人（2007 年）のスマトラ島最大の都市として発展している。北スマトラ州は人種と

宗教のるつぼである、同州の主な民族はかつて勇猛果敢で知られたバタック族で、その多

くがキリスト教徒である。一方、マラッカ海峡側に多く分布しているムラユー族は大半が

イスラム教徒でアラブの血が混ざっている人も多く、さらに他地域に比べて、オランダ時

代以来のプランテーション労働者として連れてこられた華僑やインド人も多い。 

1-2   社会経済 

州のほぼ中央、州都メダン市の南方 80 km に位置する世界最大のカルデラ湖であるトバ湖

（湖面面積は琵琶湖の 2 倍弱）の存在が州の特徴を際立たせている。このトバ湖は、地球

の歴史上最大の火山噴火で形成された世界最大の外輪山に囲まれている。海抜約 900 m の

トバ湖は、スマトラ有数の高原リゾート観光地として知られているが、この湖の豊富な水

資源と大きな落差を利用し、1975 年から 1982 年にかけて、日本の円借款によるアサハン

水力開発事業が実施された。その電力はアルミ精錬に利用され、アルミは日本に輸出され

ている。この水力開発事業は、北スマトラ州の本格的な開発の先駆となった。メダン市の

周辺には多くの製造工業が立地し、安定した多様な農業生産もあいまって、スマトラ島の

10 州の中で最大規模の GDP を達成している。 

1-3   農業 

北スマトラ州の農業は、土地資源と水資源に恵まれ生産性が高く、さらにトバ湖周辺の広

大な高原地帯での野菜や果実の生産が多い点に特徴がある。米作に適する低平な沖積地に

は灌漑施設が整っており、旱魃などの影響を受けることが少なく、コメの生産が安定して

いる。同州のコメの生産量は年 200 万トンを超え、スマトラ 10 州で最大である。また、

トバ湖周辺の高原地帯での野菜、果実などの生産も多く、州内の消費を賄うだけでなく、

その多くを国内の他州に移出しており、一部はマレーシア、シンガポール、日本などへも

輸出されている。農産物の州外への移出量（2007 年）は、コメが年 1 万トン、メイズが年

16 万トン、ジャガイモが年 3 万トン、キャベツが年 9 万トン、ニンジンが年 2 万トン、オ

レンジが年 73 万トン、ドリアンが年 9 万トンなどとなっている。 

2. 北スマトラ州の青果物卸売市場の概要 

北スマトラ州では近年、青果物卸売市場の開設を積極的に進めてきた。2007 年には同州で

初めての青果物中央卸売市場（TA）がトバ湖の東方 30km に位置するプマタンシアンター

ル市の近郊に建設された。州政府は、この TA とトバ湖の周辺の高地を中心に既に開設さ

れている 7 カ所の地方卸売市場（STA）をネットワーク化し、州内の農産物、特に青果物

の集荷と販売を効率化する意向である。さらに 2008 年の EPA の成立を受けて、今後の農
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産物の海外輸出を強化する体制を整える構想を描いている。2009 年 11 月 25 日には、商工

省主催による「メダン EPA セミナー」が開催され、今後の農産物の日本への輸出の可能性

が議論された。 

既存の青果物卸売市場のリストは以下の表に示すとおりである。各々の位置は添付図 C-1

に示した。 

北スマトラ州の農産物市場リスト 

No 市場名 場所 完成年 資金源 運営 取扱農産物 
1 PDR Dairi Dairi 県 

Sidikalang 郡 
2003 APBN 民間企業 サツマイモ 

（日本へ輸出） 
2 STA Talun Kenas Deli Serdang 県 

STM Hilir 郡 
2004 APBN 民間企業 バナナ 

3 STA Karo Merek Karo 県 
Merek 郡 

2001 APBN 休止中 （オレンジ） 

4 STA Saribudolog Simalungun 県
Silimakuta 郡 

2007 APBN 県公社 
AGROMADIAR 

野菜・果実 

5 STA Air Batu Asahan 県 
Air Batu 郡 

2004 APBD 農民組合 野菜・果実 

6 STA Toba Samosir Toba Samosir 県
Lumban Julu 郡 

2007 APBD 休止中  

7 STA Tapanuli Utara Toba Samosir 県
Siborong 郡 

2008 APBD 休止中  

8 TA Pematang 
Siantar 

Pematangsiantar 市 2007 APBN 県政府 
（夜のみ稼動） 

野菜・果実・穀物

出典：州農業局資料 
(注) 資金源：APBN=中央政府予算、APBD=地方政府予算 

上記のうち 3 カ所の STA（ムルック、トバサモシール、タパヌリウタラ）は青果物の集荷

が行われないため現在休止中である。また、稼動中の STA も、当初に期待した機能を発揮

していない。このため、北スマトラ州政府は、既存の STA の活性化に力を入れており、新

規開発は当面行わない方針である。なお、中央政府では STA について 1 と 8 を除いた 6 つ

について把握している。1 については、商業省からの支援をうけて Supporting Market とし

て整備されたとのことである。 

政府主導による STA の運営が円滑に行われていない背景には、トバ湖周辺の高原地帯に多

数存在している民間業者による青果物集荷場が長年機能している点がある。それらの民間

業者の中には、マレーシアなどへの青果物輸出を積極的に行っているものもある。したが

って、政府主導による STA の活性化のためには、これらの既存の集荷場を運営している民

間業者との競合を避ける差別化の工夫が必要と思われる。 

3. サリブドログ STA の概要 

3-1   建設の背景と経緯 

北スマトラ州に存在する中央政府が資金支援した STA の中で、運営管理に高い評価を得て

いるのがシマルングン県にあるサリブドログ STA である。メダン市の南方 100 km（車で 3

時間）、トバ湖北端の町サリブドログの近郊にあり、標高が約 1,200 m の高地に位置して

いる。この STA は州道に近くアクセスは良好である。 

農業省の STA 普及整備の基本方針を受け、北スマトラ州は、トバ湖北部一帯の高原地帯か

ら産出される青果物の集荷の拠点として、サリブドログに STA を建設する方針をたて、
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2006 年に農業省あてに建設企画書を提出し、認可された。選定された場所（1.5 ha）は、

県道から約 400 m 入った平坦地にあり、取り付け道路も含めた建設工事が行われ、事業費

総額は凡そ 100 億ルピアであった。うち 20 億ルピアは APBD（地方政府予算）から賄われ、

18 億ルピアが農業省、60 億ルピアが公共事業省から支援された。公共事業省分は幹線道

路からのアクセス道路に使用されたという説明であった。STA の運用は 2008 年 12 月に開

始された。 

3.2 STA の運営管理 

(1)   組織体制と運営 

サリブドログ STA の監督管理者はシマルングン県政府である。2008 年 12 月からの運営開

始後、半年程度試行錯誤が続き、現在運営は県の公社で 2007 年末に発足したアグロマデ

ィアール公社（PD. AGROMADEAR）が、2009 年 6 月から行っている。2009 年 11 月現在、

現在の職員は職員 6 名で、アグロメディア公社から給与を支給されている。また、シマル

グン県政府も STA 活動のモニタリング目的で 2 名常駐させている（給与は県予算）。STA

の管理組織は、アグロメディア公社の生産市場部の下部組織として位置づけられており、

組織図は以下に示す通りである。 

 
出典：アグロメディア公社への聞き取り 

6 名は、各セクションに 1 名配置されているのに加えて 2 名がセキュリティー兼清掃係で

ある。あわせて、10～15 人の労働者(人夫)がおり、彼らへの支払いは運営費のほうで賄わ

れている。事務所は月曜日から土曜日の 8 時～夕方 5 時が営業時間である。 

アグロマディアール公社が行った青果物の取引記録（価格、数量、取引先、等）を STA 管

理事務所のコンピューターに記録・保管して、これを定期的に県政府に報告している。し

かし、STA 施設を毎水曜日に一般に開放しているときに民間業者間で行われている売買取

引に関する情報の収集管理は行われていない。 

(2)   収入源 

サリブドログ STA の収入は STA の運営・管理を行っているアグロマディアール公社の配

分予算と、アグロメディア社が自ら行っている野菜販売事業における売上である。 

前者については、職員の給与や事業実施の為の資金が挙げられる（金額は部外秘の為入手

できなかった）。尚、事業実施の為の資金として、アグロメディア社に 600 万ルピアの予

算がついており、これを初期投資額として様々な活動を行っているとの説明をうけた。 

後者は、周辺地域から農産物を集荷し流通業者に直接販売する事業における売上である。

集荷にあたっては、主に流通業者から事前に農産物の種類と数量につきリクエストを受け、

それに応じて実施するため、原則として集荷した農産物は完売している。周辺地域の余剰

生産物に係る購入・販売もあわせて実施しているとのこと。流通業者からの支払いは、主

に小切手やや銀行送金にて行われている。以下に、アグロメディア公社の活動開始後 2009

アグロメディア社生産市場部 

生産セクション マーケティング

セクション 
運営管理セクシ

ョン 
総務セクション 
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年 7 月から直近の 10 月までの売上データを示す。 
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出典：管理事務所コンピューターデータ 

売上は 4 ヶ月間順調にのびており、10 月の売上額は総額 317 百万ルピアである。 

一方で、一般的な市場の運営の際に決められている施設の使用料は本 STA では決められて

いない。STA の施設の利用にあたっては、公社自らが実施する農産物取引の他に、農民や

民間業者が STA の施設を水曜日だけ無料で使用している。此の時はトラックや牛車の出入

りは自由である。 

(3) 運営経費 

サリブドログ STA の運営費は、職員人件費、電気代、事務所管理費に加え、農産物販売事

業に係る経費等であるが、その全てはアグロメディア公社が負担している。人件費等につ

いては部外秘で入手できなかったが、職員から農産物販売事業の野菜購入履歴の情報の提

供を受けた。以下グラフに示す。 
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出典：管理事務所コンピューターデータ 

こちらも順調にのびており、10 月の購入総額は 397 百万ルピアである。 

(4) STA の利用状況 

アグロメディア公社の行う農産物販売事業 

本 STA では、アグロマディアール公社が行う取引は毎日（土日は休日）行われている。屋

根付の選別作業場では、公社が購入した農産物の選果作業等が行われ、また屋内選別作業

場ではコーヒー豆の手選別などが行われている。こういった作業は、公社の取引に応じて

適宜行われている。 
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一般開放 

水曜日のみ、一般の農民や流通業者に STA を開放し、農産物取引が行われている。この理

由は、毎日開放するとアグロマディアール公社の取引業務に支障が生じることと、近隣の

農家には毎日出荷するほどの生産量が確保できないためだとの説明を受けた。 

STA の敷地内では、下図に示すように卸売市場として利用されているスペースと、小売市

場としてつかわれているスペースがあり、自然発生的にデマケができたものと推察される。

卸売用として、農民が直接前日午後から農産物を持ち込んでいる。調査団が当日訪問した

際、卸売スペースでは主にキャベツや白菜が並んでおり、そこに流通業者がトラックで買

いつけにきていた。一方小売スペースでは、服飾品や日用雑貨、果物や唐辛子などを小売

として販売していた。 

この卸売スペースで行われている取引が所謂一般的な STA の機能と理解されるが、ブース

がないことから卸業者はおらず、農民と流通業者が直接取引を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：調査団 
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(5) STA の収支バランス 

アグロメディア公社の行う農産物販売事業に絞り、収支バランスを見た結果が、以下の表

である。 

アグロメディア公社の行う農産物販売事業の収支バランス 
単位：Rp 

年月 購入 販売 差額 

July-'09      45,354,050    27,352,900  (18,001,150) 
August-'09      94,650,650  122,204,750  27,554,100 
September-'09    143,978,350  185,177,800  41,199,450 
October-'09    396,987,775  316,870,930  (80,116,845) 
計    680,970,825  651,606,380  (29,364,445) 

出典：管理事務所コンピューターデータ 

公社が事業を始めて最初 4 ヶ月のデータであり結論付けるのは時期尚早ではあるが、月単

位で見ると、8 月と 9 月が黒字であるが、7 月と 10 月が赤字であり、4 ヶ月の総計で約 30

百万ルピアの赤字となっている。 

健全な収支という意味では、理想的には上記の利益から職員の給料や事務所運営費も捻出

するべきであり、今後同種のビジネスを継続する場合には課題とすべきである。 

(6) 情報交換と発信 

STA では現在、１台のコンピューターで情報処理を行っている。事務所に電話機およびフ

ァックス機がある。インターネット・メールは未だ使用できない状況にあり、インターネ

ットを利用した情報交換や発信は今後の課題である。また、STA 施設を毎水曜日に一般開

放している際、民間業者間で行われている売買取引に関する情報の発信は行っていない。 

3.3 施設の概要 

(1) 規模とレイアウト 

サリブドログ STA の敷地面積は 1.5 ha（110ｍｘ130ｍ）で敷地内はモルタルやコンクリー

トブロックで舗装されている。全体的に平坦な場所である。施設全体のレイアウトは添付

図 C-2 に示す通りである。施設は一般的な地方農産物集出荷場（STA；特定多数の利用者

が使用する農産物売買と市場価格等の情報発信場）としての設計ではなく、特定業者（公

社）が農産物を買い取り、選果、貯蔵、梱包、出荷するための施設であると言う特徴を有

している。施設の出入り口近くに管理事務所が配置され、事務所の東西両側に駐車場スペ

ースが確保されている。事務所の東側奥には、軒高 6ｍもある鉄骨構造の選別作業場が 4

棟建てられている。選別作業場にはメイズ脱粒機械やコーヒーチェリーの湿式脱皮機など

が設置されていたり、キャベツの手選別作業などが行われたりしている。 

敷地の奥手には東側から順に、野菜の保冷倉庫（容量 20 トン）、タイル張りの選別場、選

別作業場（コンクリート土間）、梱包作業場、保管倉庫が各 1 棟建てられている。 

(2) 取引施設の詳細 

サリブドログ STA の施設の概要は以下の通りである。 

この施設は県営の農産物集荷出荷場として設計・工事されているため、一般の STA とは機

能が違っている。場内には広大な選果場、保冷倉庫や選別・梱包場・倉庫が完備されてい
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るが、これらの設備はあくまでも県の直営事業のために建てられている。従い、場内には

通常 STA を利用する集荷業者が入る小屋やブースは一切無い。 

コンクリート土間の選別作業場は 17ｘ29ｍが 2 棟と 13ｘ21ｍが 2 棟建てられている。い

ずれも鉄骨構造で軒高は 6ｍもあり不釣合いである。壁は無く風雨の場合は作業が中断に

なる。 

施設の動線としては、この施設に売りに来る農民や業者は入り口側の集荷場に農産物を搬

入して、品質、重量チェックの後、県公社が買い付け、それを場内東側の選別作業場に搬

入して選別作業を行って出荷する。一部の農産物では 1 ヶ月程度の保冷貯蔵と選別・梱包

を行い、高級品として出荷するという流れになっている。 

(3) 管理事務所と設備 

サリブドログ STA 管理事務所は敷地の出入口近くに設置されている。8 x 10ｍｘ2 棟の独

立した建物である。事務机は 3 つあり、卓上型パソコン、プリンター、ファックスが各 1

台置かれている。また会議室が設けられている。事務所ではアグロマディアール公社の取

引情報をインプットして、県と州の担当部局へ報告しているが、毎週水曜日に開催される

水曜イチに関する取引データの収集と発信は行っていない。 

(4) 付帯施設 

付帯施設としては以下がある。 

① 選別作業場： コンクリート土間の選別作業場は 17 ｘ 29 ｍの規模のものが 2

棟（約 1,000 ｍ²）と 13 ｘ 21 ｍの規模のものが 2 棟（約 550 m²）建てられてい

る。壁は無く屋根が高いため、風雨の場合は作業が中断される。コンクリートの

土間は損傷が多い。調査団の訪問時には、キャベツの選果と機械によるメイズの

脱粒作業を行っていた。奥の作業場ではコーヒーチェリーの脱皮機械を 2 台据付

けて、脱皮と乾燥作業を行い、皮はゴミ捨て場に投げ捨てていた。 

② キオスク： 出入り口の右手に 2 x 3 ｍの部屋を 4 室もつ売店が 2 棟ある。施設

への出入り業者向けの施設であるが、現在は水曜日の市開催日以外は利用されて

いない。水曜日には近隣の農家の主婦が飲食のサービスを営んでいるが、使用料

は徴収されていない。 

③ 保冷倉庫： 幅 3.6 ｍｘ奥行き 8 ｍの保冷倉庫が 1 棟あるが、現在は電気配線工

事が未完成で使われていない（県は今後利用可能なように整備する意向）。床は

タイル張り。管理事務所の説明によると、容量はキャベツ約 20 トンで、価格が

低下した時期に買い貯めしておき、上昇したら販売すると言っているが、貯蔵期

間は 1 ヶ月を見込んでいるとのこと。わずか 1 ヶ月間、20 トンの貯蔵量でこのよ

うな先物投機が利益を上げられるのか疑問である。 

④ 選別作業場-2： 保冷倉庫に隣接してタイル張りの選別作業場（幅 10 ｍｘ奥行

き 13 ｍ）があるが、使用された形跡が無い。 

⑤ 屋内選別作業場： 室内は幅 5.5 ｍｘ奥行き 15 ｍ。将来は機械による選別作業

を想定している模様だが（例えば、コーヒー生豆の色彩選別機の据付）、調査団

の訪問時にはコーヒー豆の手選別を行っていた。床はコンクリート。 

⑥ 梱包作業場： 室内は幅 5.5 ｍｘ奥行き 20 ｍ。ここにも将来は機械を導入して
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梱包作業を行う計画の模様。荷物置場として使用中。床はコンクリート。 

⑦ 倉庫： 室内の幅 5.5 ｍｘ奥行き 19 ｍ。現在、特定農産物の倉庫としては使わ

れていない。床はコンクリート。 

(5) 廃棄物処理 

廃棄物処理のため、コンクリートで作られた生ごみ捨て場が 2 ヶ所設置され利用されてい

る。コーヒー豆の生皮が捨てられており、いずれは腐って有機肥料になると事務所の説明

を受けたが、臭いや汚水対策は考慮されていない。 

3.4 青果物の取扱いの現状 

(1) 周辺地域の青果物の生産 

シマルグン県は、2007 年のデータで 17 万 2 千トン1の総野菜生産量を誇る、州内 2 番目の

野菜の産地である。うち生産量が多い野菜は順に、キャベツ、ジャガイモ、唐辛子、トマ

トである。同県は 31 の郡にわかれており、聞き取りによると STA やアグロメディアの集

荷先である郡は、STA があるシリマクタ郡をはじめ、ぺマタンシリマクタ郡、プルバ郡、

ハランガオルホリサン郡、とドロクシロウ郡のおおよそ 5 郡である。郡別の生産量につき

上記野菜を見ると（2008 年データ）、これらの郡合計が県生産量の占める割合は以下のグ

ラフが示す通りおよそ 5 割以上となっており、集荷先の郡が野菜の中心的な生産地となっ

ていることがわかる。 
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出典：Angka Tetap (ATAP) Tahun 2008 dan Angka Ramalan (ARAM) II Tahun 2009, Pemerintah Kabupaten 

SImalungun, Dinas Pertanian 
 

                                                  
1 Buku Lima Tahun Statistik Pertanian 2003-2007, Dinas Pertanian Propinsi Sumatera Utara 2008 
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なお、近隣地区における代表的野菜の作付けカレンダーは以下の通りである。 
 

月 
野菜 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

キャベツ 
 

            

ジャガイモ 
 

            

唐辛子 
 

            

白菜 
 

            

出典：管理事務所聞き取り 

上記作物はおおよそ雨期中の 9月~12月に作付され、12月から 3月の間に収穫されている。 

(2) 取扱い青果物の種類と数量 

職員への聞き取りによると、アグロメディア公社、そして水曜日の一般解放時に取引され

ている主な青果物は、取引量順に、キャベツ、ジャガイモ、唐辛子、白菜、パイナップル、

サツマイモ、かぼちゃ、コーヒーの 8 品目とのこと。管理事務所では、一般開放時の取引

量は管理していないものの、アグロメディア公社の農産物取引量に係る記録は管理してお

り、以下のグラフの通りとなっている。 

 

-
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/
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n
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出典：管理事務所コンピューターデータ 

この記録によると、平均して月 34 トン～45 トンの取引実績があり、最小で 10 トン、最大

で 100 トン/月の取引が行われた。9 月、10 月と販売量が購入量を大幅に下回っており（10

月は 37 トンの残）、原因を特定し今後のビジネスプランに活かす必要があると思われる。 

(3) 青果物の動きと流通フロー 

現在、大きく二つに分かれる STA の利用方法を含め、以下に現在の近隣地域における青果

物流通フローを示す。 

乾期 雨期 

作付 
収穫 

収穫（ピーク） 
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出典：アグロメディア公社スタッフ、一般開放時利用者への聞き取り 

 

近隣地域として考えられるのは既述の通り 5 郡。管理事務所

スタッフによると、その近隣全体の青果物生産量のうち、上

図の既存の流通フローを経るものがおおよそ 7~8 割、STA を

介した流通フローを経る量がおよそ 2~3 割という理解との

こと。 

既存の流通フローにおいては、周辺に民間業者（地元の集荷

業者）が大きな役割を果たしていると考えられる。彼らは幹

線道路沿いに彼ら自身の貯蔵・集荷場をもち、近隣には大小

あわせて 20~30 近く存在している。彼らは農民から集荷し、

一定量の青果物を備えることで流通業者からの注文に対応

している。品質についてもジャガイモやキャベツを選果して

おり、また遠方へ出荷する場合はひとつひとつ新聞紙でくる

むなど、高品質の需要に対応している。こういった量、質の

努力もあって、シンガポールやマレーシアへの流通業者から

の引き合いもあるとのこと。これが所謂本来の STA に近い機能を果たしているものと考え

られる。 

サリブドログ STA を介したフローにおける 2~3 割の野菜総量のうち、一般開放時の取引量

が 7 割、アグロメディア公社による取引は 3 割程度である2。 

どの経路でもおおよその出荷先として考えられるのは、北スマトラ州ではペマタンシアン

タール市、タンジュンバライ、メダン、キサラン、南タパヌリ、西スマトラ州のパダン、

リアウ州のペカンバル、バタム等、そしてマレーシアやシンガポールである。 

                                                  
2 これら流通量の割合に係る数値についてはアグロメディア公社スタッフの理解上での数値であり、

統計書等との整合性について今後確かめる必要がある。 

小売業者 近隣流通業者 広域流通業者 

農民ないし農民グループ（クロンポックタニ） 

民間（村内）集荷業者 STA 
（アグロメディア

の販売事業） 

STA 
（一般開放時の

取引） 

既存の流通フロー 
7~8 割 

STA を介した流通フロー 
2~3 割 

近隣の民間村内集荷業者 
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3.5 STA 利用者聞き取り調査結果 

(1) 農民 

サリブドログ STA の一般開放日に青果物を持ち込み販売していた農民に聞き取りを行っ

た結果は以下の通り。 

聞き取りをした農民が栽培している作物は、カリフラワー、ジャガイモ、キャベツ。収穫

物の販売は、STA に持ち込み販売する場合と、畑に来た集荷業者に販売するケースと両方

ある。STA に持ち込む理由は、週 1 回大きな市が立つという情報が共有されているため。

通常は集荷業者へ販売するが、必ずしも毎日畑にくるわけではなく、来ない場合/ないし条

件がよい場合（期待）の農産物販売手段として、STA を選んでいるとのこと。 

集荷業者への売値と STA での販売価格と比較すると、STA のほうが一般的にはおよそ 100

～200 ルピア/kg 程度高い。STA には、例えば牛によるカート（40,000 ルピア/一台）や車

を借りて持ち込むことになるので、集荷業者が来ず収穫物が畑で腐敗するより、どこかで

販売したいという需要に対する期待が高いことが伺える。 

一方、必ずしも STA での需要や当日の値段が既知ではなく、持ち込んでも売れ残る場合も

あるとのこと（但し、現実には売れ残したくはないので、午後か夕方になると業者に安く

買い叩かれ、一般的には全て完売するとのこと）。価格情報は、原則として中間業者から

の情報に依存している。尚、生ごみについては家畜の餌等にする為、畑に持ち帰るとのこ

と。 

支払いは、畑で業者に販売する際も、STA で流通業者に販売する場合も即金による支払い

を受けられる。中間業者から肥料や種の提供をうけることもあり、その場合は業者へ収穫

物を販売することになるが、収穫の過程で数度に分割され部分払いを受けることもある。 

STA への要望は、一般開放を毎日行い、情報を発信して欲しいということが挙げられた。

量や野菜の種類、価格情報が事前にわかり、いつでも収穫物を持ち込めることが農民にと

ってのインセンティブになっていることが伺える。 

(2) 流通業者 

STA の一般開放日に青果物を買い取りにきていた流通業者に対し聞き取りを行った。結果

は以下の通りに纏められる。 

聞き取りを行った業者は同州の南タパヌリから来ている。本 STA 周辺の民間集荷業者の施

設で野菜を購入することもあり、水曜日に STA にて買い付けることもあるとのこと。水曜

日に STA に来るメリットを聞いたところ、価格が安いことと品揃え、量があることが挙げ

られた。購入した青果物は南タパヌリのマーケットで販売するとのこと。 

STA への要望は、ここで販売されている青果物の質一定確保と、毎日開催してほしいとい

うもの。彼らは質と価格、需要で購入を決定しているとのことで、一定の質、量、品揃え

がある場所で買い付けを行いたいという希望があることから、そのような条件を満たす場

所に対するニーズがあると考えられる。 

(3) 民間（村内）集荷業者 

幹線道路に貯蔵集荷施設を持っている民間の集荷業者に対し聞き取りをした結果は以下

の通り。 
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扱っている商品は、ジャガイモ、キャベツ、人参、トマト。周辺農民から直接野菜を買い、

近郊のブラスタギやメダン、さらにマレーシアやシンガポールへ出荷もしている。流通業

者が施設をトラックで訪れ、取引を行う。取扱日量はおよそ 5 トン程度。買い手である流

通業者の要望にこたえるため、野菜の選果作業などを行い質を高めている。 

一部、STA の一般開放日に買い付けにいく集荷業者もいる。値段によって決めるとのこと。 

3.6 監督官庁の市場整備・運営維持管理の方針 

(1) 州政府農業局 

州農業局の 2009 年から 2013 年までの戦略計画によると、①技術革新を通じた生産性向上、

②ファイナンス、技術、マーケットへの農民のアクセス向上、③アグリビジネス開発、④

農産物多様化、⑤ステークホルダーの参加促進、⑥農民と社会の能力開発の 6 つの戦略を

掲げている。STA 活性化は主に青果物を対象に農民のマーケットへのアクセスを向上させ

アグリビジネス関連業者に資するものであることから、上記の主に②と③、④に位置づけ

られる。 

今後の STA にかかる方針は既述の通り TA とトバ湖の周辺の高地を中心に既に開設されて

いる 7 カ所の STA をネットワーク化し、州内の農産物、特に青果物の集荷と販売を効率化

する意向であり、また新規の STA 建設は行わず、既存 STA の活性化を行うこととしてい

る。また、マレーシアやシンガポールが近いことから積極的な輸出を考えているとのこと

である。 

州政府は、以下の理由でサリブドログ STA を州の中の最重要 STA と位置づけ今後の整備

と運営強化を図る意向である。 

① メダンからも車で 3 時間、ぺマタンシアンタールへも 3 時間程度と消費地に近く、

地の利がある 

② 高原野菜栽培に適した地域のポテンシャル（自然資源）が高い 

③ オペレーションが開始されているが、まだ充分ではなく改善の余地がある 

(2) シマルングン県農業局 

シマルングン県農業局の最新の戦略計画において（2006～2010 年）、農産物マーケティン

グの促進やアグリビジネス開発を掲げており、STA 活性化は県の方針とも合致している。 

県農業局が本 STA の責任部局であるが、運営管理の責任は県の公社で 2 年前に設立された

アグロマディアール公社に全面的に移譲している。県の担当者は、この STA がトバ湖周辺

の高原地帯でとれる青果物の海外への輸出の拠点になることを期待しており、担当者が新

市場開拓の為にシンガポールへ出張したり、残留農薬基準等の調査を行ったりしている。

特にアグロメディア社には、その農産物販売事業の成功を期待しており、販路先として高

品質野菜の消費層をターゲットセグメントとして、将来的にはシンガポール市場を睨み輸

出する考えを持っている。一方、STA が地方の農産物市場として農民や卸業者、流通業者

をファシリテートする機能であることは理解している。県としては、本 STA の機能を考え

る上で、一般的な業者は低・中級品質の野菜をローカルマーケットに卸し、アグロメディ

アは前述の通り高品質野菜の消費層や輸出に出すことを考えていることから、両者の対象

セグメントは競合せず住み分けができているとの考え方を示した。 
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なお、サリブドログ STA の西 10 km の至近距離のところに、

2001 年に設立されたカロムルック STA（隣のカロ県）がす

でにあり、スリブドロッグと取引が競合する可能性を聞いた

ところ、カロムルック STA はオレンジ専用の STA として発

足し（現在は休止している）取り扱う産物の種類が異なるの

で問題ないとのことであった。 

カロムルック STA 
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図　C-2    北スマトラ州サリブドログSTAの施設配置図
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特徴：
１．この地域は標高１，３００M、トバ湖周辺の高原地帯で高原野菜や柑橘類の栽培が盛んな地区である。
２．STA（生産地における集出荷場としての場の提供と管理）の機能は無く、シマルグン県の公社で
　ある　アグロメディア（AGROMADEAR)社の直営事業のための施設である。場内はコンクリートブロックの
　畳張りになっているが、一部に均平不足による破損か見られる。
３．施設の規模は縦130M、横110Mの平坦な土地（1.43ha)に集荷スペース、出荷スペース・農産物の選別
　場及び保冷庫・タイル張りの選別室・室内選別作業場・梱包作業場・一時保管倉庫とガードマン控え
　室を並べた一角がある。出入り口近くに8x10Mの事務室が２棟建てられている。
４．アグロメディア社の事業は２００７年１２月から開始された。県直営事業としての狙いは、輸出市場と
　新規市場の開拓であるが、市場開拓は未だ軌道に乗っていないため、同社の取扱量は少ない。
　附設の保冷倉庫やタイル張りの選別場は使われていない。
５．毎週水曜日にこの施設を近隣の農民、仲買業者、広域トレーダーに開放し（無料）、本来のSTAの機能；
　生産者と集荷卸売り業者への場の提供が行われている。
６．事務所内にはパソコン、プリンター、電話、Fax機が各１台設備されている。
７．パソコンはアグロメディア社の取引状況のデータをインプットしているが、毎週水曜日に開かれている
　イチに関するデータ収集はしていない。
８．電気、水道、電話施設は問題ないと同社から報告された。
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18 Report on the Soil Investigation for Rehabilitation and Improvement of 
Jakarta Fishing Port Project at Muara Baru, Jakarta, Indonesia 
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Jakarta fishing port 
寄贈 
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資料   コピー 1 UPT Bungus fishing port 寄贈 
     

27 
パダン市都市計画図 資料   CD-R 1 パダン市都市計画局 寄贈 

     

28 
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